
資料４ 

三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正につい

て 

 

１ 改正理由 

  国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正等に鑑み、職員等の旅費に関

する条例（以下「職員条例」という。）を令和７年６月定例月会議で一部改正

したところです。本条例（以下「議員条例」という。）はおおむね職員条例

と同様に定めていることから、改正を行うものです。 

 

２ 主な改正内容 

（１）宿泊費 

・ 宿泊費を定額支給から上限付き実費支給に改める。 

支給額に地域の実情を勘案して地域ごとに上限額を設定する。 

上限額は国家公務員等の旅費支給規程の基準額別表第二の一表の区分

の欄に掲げる地域に応じ、それぞれ同表の職務の級が内閣総理大臣等の欄

に掲げる額（知事・副知事と同様）。【別添１参照】 

  ・ なお、宿泊費の額は規程で定める。 

（２）宿泊手当 

・ 宿泊手当を新設する。 

宿泊を伴う旅行に必要な諸経費に充てるための費用として、国家公務等

の旅費支給規程の別表第三の一の表に掲げる額（２，４００円） 

                         【別添２参照】 

① 宿泊費について、朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するもの

が含まれる場合 上記の額の 2/3（１，６００円） 

② 宿泊費について、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる

場合 上記の額の１/3（８００円） 

  ・ これに伴い食卓料を廃止する。 

（３）公務雑費 

  ・ 公務雑費（タクシーの利用等）を削除する。 

    従前は、職員条例においてタクシー利用が認められていなかったため、

議員条例においてタクシー利用を特に規定していたが、令和７年６月定

例月会議における職員条例の改正により職員条例でもタクシー利用が可

能とされた。議員条例におけるタクシーの利用は従前どおりだが、職員条

例に準じることで足りるため、議員条例から公務雑費を削除する。 

 

※詳細は別添新旧対照表のとおり 

 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日 
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６ 
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
旅
費
条
例
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

７
～

１０ 

（
略
） 
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（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同

日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の

う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

提
案
理
由 

 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に
鑑
み
、
旅
費
の
支
給
の
規
定
等
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


